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以下でい う 「現代 の財政論 」とは,現 代資本主義の財政 当局(大 蔵省)に

とって,そ の理論 的バ ックボー ソとなっている財政理論であ る。税 ・財政

の制度,予 算の編成 と運用,財 政政策 の推進等 々,そ の背後には税財政に

かんす る一定 の見方 ・考え方があ ることは い うまで もない。 したが って,

税財政をめ ぐる諸 問題を理解す るた め に は,「 現代の財政論」を肯定す る

か否定す るか,あ るいは どの程度にそ うす るかは別 として,一 通 りそれを

知 ってお く必要 があ ることもい うまで もない。

そ して,こ の意味におけ る 「現代の財政論」 とは,一一言でいえば,前 号

所収 の4で 要説した とお り,現 代資本主義 の総 資本に とって支配的な財政

観を理論的に要約 しf体 系化 した ものとい うことができる。 しか し同時に

それは,第 一に 「ブルジ ョア的生産関係の うちに囚われてい る生産担 当者

(資本家階級,総 資本)の 諸観念」,「経済的諸関係の疎外 された現象形態」,

したが って 「そ の内的関連が隠蔽 され て,日 常 の観念に入 りやす くなって

い る」現象形態を,「 教義 的に通訳 し,体 系化 し」た ものであ るがゆえに,

また第二に階級社会 の構造か らして,イ デオ ロギー(物 の見方 ・考え方)面

で も時 の支配階級が支配的影響力を一般]'YYL...及ぼす仕組みになってい るだけ

に,一 般国民に とって も多かれ少なかれ 「常識」 とな りがちな財政観で も

ある(前 号所収の3の ②参照)。

そ こで以下ではf大 蔵省編著の年報r図 説 ・日本 の財政』に よ りつつ,

「現代 の財政論」 の要 旨を簡単な批判 的 コメ ソ トつ きで 紹介 ・検討してお
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きた い。

(1)財 政の意義と役割

① 財政の意義 目的,役 割

「今 日の経済 は,し ば しば混合経済 とよばれ るよ うに,経 済に占 め る政

府の比重が大 きく,政 府(国 や地方公共団体)が 行 う経済活動 としての財政
(1)

は,国 民生活 ときわ めて密接かつ必要不可欠な もの となってい る」◎

「財政は政府(国 や地方公共団体)の 経済活動であ る。わ れ わ れ の経済生

活は,企 業 と家計における生産 と消費の循環の うえに成 り立 ってい るが,

民 間の経済活動だけでは満たす ことのできない公共の必要性を充足す るの

が政府であ り,政 府は民間か ら必要 な資金を税金な どの形で調達 し,さ ま

ざまな活動 を行 なっている。 この政府の活動を経済的側面か らとらえた も

のが財政にほかな らない。
(2}

財政は社会共通の利益の追求や共同の需要の充足 を 目的 としている」。

② 国民経済 の循環 と財政

「財政は政府の経済活動で あ るの で 財政を知 るためには,ま ず財政を含

む 国民経済全体 のし くみを概観す るこ とが必要であ る。

今 日の発達 した工業 化社会では,経 済主体は,抽 象化すれぽ,企 業 と家

計に分け られ る。企業は生産活動を担 当す る。勤労者を家計か ら雇い入れf

原材料を他の企業か ら購 入して新 しい財貨やサ ー ビスを生み 出して市場 で

売却す る。一方家計は企業に対 し労働をi提供し,代 償 として得た報酬で財

貨サー ビスを市場で購入して消費を行 な う。

ところで家計 と企業 によるこの ような経済活動は同時に,治 安の維持や

道路の よ うな経済活動を円滑にす るた めの基盤の整備を要求す るよ うにな

る。 さらに純粋 な市場経済のなかでは充足 されない共同生活を営むための

欲求が強 まって くる。 そ こで,第 三 の経済主体 として政府が登場す る。政

府は,企 業,家 計か ら税金等の形で社会の共同生活に参加す るための費用

を徴収して,公 共施設へ の投資やf治 安,消 防な どのサー ビスを提供 し,



(11s) 財 政 学 ノ ー ト ②41

(3?

あ るいは社会保障給付な どを行ない,企 業や家計 の欲求を充足 させ る」。

③ 現代財政の役割と意義

「財政 の内容は一定不変 のものではな くf政 府 の役割 として人 々が 期待

す る ものが変化す るにつれて,時 代に よってい ろいろ変遷して きた。

18世 紀後半か ら19世 紀にかけての資本主i義勃興期には,自 由競争 に よる

経済 の調和 と発展が主張 され,ま た強 く信じ られ るよ うになった。 この時

代には,政 府はで きるだげ民間の経済活動に介 入せずs政 府の活動は,国

防,司 法,警 察な どの ような必要最小限度の公共的機能 に とどめるべ きで

あ るとされ,い わゆ る安価 な政府(CheapG・vernment)が 理想 とされた。

しか し,社 会経済の発展 と複雑化に伴い,自 由競争原理だけでは解決で

きない問題が増大し,市 場 メカニズ ムの欠陥が認識 され るに及んで,政 府

に消極的な機能 しか認 めない19世 紀的国家理念に代わ って,政 府は国民の

福祉 のために積極的に関与すぺ きであ る とす る福祉国家の理念がしだいに

強調 され るよ うにな った。

一方
,1930年 代以前 には,財 政支出が租税な どの経常的な収入を超過す

る不均衡財政は,不 健全 な,望 まし くない もの とされていた が,1930年 代

の大恐慌を契機 として,ケ イソズな どに よる近代的な経済学説が支配的に

なるに及んで,景 気の変動に応 じて財政規模を弾力的に動かし,総 需要を

調節 して景気の安定 をはか るべ きだ とい う考え方が広 ま り,財 政論のなか
(4)

に定着していった」。

「こ うして今 日ではf精 緻な経済分析 に基づ く適切 な財政活動 と民間の
(5}

旺盛な経済 活動が補い合って運営 され る混 合経済体制に移行している」。

「この よ うな流 れ の中で,第 二次大戦後,先 進各国 は 共通して,福 祉国

家政策 と総需要管理政策の二つの柱か らな るs政 府に よる民間経済活動へ

の介入政策を進めて きた とい7i..よう。 その結果,欧 米主要 国は一様 にr大

きな政府』 を有す るに至 ったが,近 年,国 民の負担増や財政収支バ ラソス

の悪化 とい った問題に直面 してお り,先 進各国では こ うした財政の規模や
　

政府 の役割 の膨張の見直 しを行 ってい る」。
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み られ るとお り,財 政 の意義や役割にかんす る 「現代の財政論」の諸規

定は,一 見ほ とん ど正 し く自明の ことであ るかの ようにみえる。だがそ う

みえ るのは,前 号所収 の3で みた とお り,そ れ らの諸規定のほ とん どが,

事柄 の本質を問 うことを無視 して現象か ら直接にみちび きだ され,し た が

って 「普通の思考形態 として,直 接に 自然に再生産 され る」「日常の観念」

(常識)を 理論化 した もの とい って よいか らであ る。いわゆ る 「天動説」が

当然に正し く自明に思えるの と相似てい る。

それでは 「現代 の財政論」の諸規定 に どの よ うな理論的問題点 が含まれ

てい るか,ご く簡単に列記 してお こ う。 まず第一に,国 民経済の とらえ方

についてであ る。規定に よれ ぽ,要 す るに 「国民経済全体のし くみ」は,

「生産活動を担 当す る」企業 と 「消費を行な う」家計における 「生産 と消費

の循環の うえに成 り立 っている」 とい う。た しかに現象的にはそ ういって

も間違いないが,規 定にはそれ以上の ものは含 まれていない。逆 にいえぽ,

資本主義的国民経済を問題の対象 としてい るに もかかわ らず,そ の肝心 の

歴史的本質すなわち,(1)社 会の主要 生産手段 が私有財産 として資本家階級

の手元に集中支配され てい る こ と,(2)生 産 の直接的 目的は,労 働力(労 働

ではない)商 品の売買 とい う形態を とった資本主義的搾取を通 じて,資 本

に よる無際限の利潤追求を行 う点にあ ること,③ 生産の全社会 的計画性で

はな く無政府性が,全 面 的商品生産 としての資本主義的国民経済 の一属性

であ ること,等 々がほ とん どまった く考慮 されず看過 されてい ることであ

る。 くわえて現代資本主義 に固有 の現代的本質 とい うぺ き独 占資本の成立

と支配 とい う観点 も欠落してい る。そ の 点規定 で は,「 社会経済 の発展 と

複雑化」 として,ま った く抽象的かつ無 内容に述べ るに とどまってい る。

第二 に,国 家の捉え方についてであ る。規定は 国家を企業,家 計につ ぐ

「第三の経済主体」 として とらえ,そ して そ れが 「社会 の 共同生活 に参 加

す るための費用 」 としての租税を徴収 し,そ の支 出を通 して 「共同生活を

営むための欲求」を充足す るとい う。つ ま り,国 家 の性格 と役割をいわば

ア ・プ リオ リ(先 天的,先 験的)に,諸 階級 の利害を超越 した 「第三者的」
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ないし 「中立的」 な もの として認識 してい ることであ る。その頂点が現代

国家=「 福祉 国家」論であ る。た しかに現象面だけみれば,こ こで も自明

の ことを述べ てい るようにみ える。 しかし,そ うみ}る ことと実際(事 柄

の本質)と は 必 ず しも一致しない ことは先に も指摘 しておいた とお りであ

る。科学的国家論 が示す とお り(後 述の6参 照),当 該階級社会 において,

支配的地位を占める階級の階級利益を擁護す る ところに,国 家の本質 と基

本的役割があ る点を まった く無視してい る。

第三に,国 家財政の基本的役割 と目的にかんす る規定をみ ると,上 述の

問題点がいっそ う明白 とな る。 民間の経済活動 だ けで は 満たす ことので

きない公共の必要性」「社会共通 の 利益 の 追求 や 共同 の需要」の 「充足」

にあ るとしてい るか らで あ る。 当為(な いし願望)と 現実(な いし本質)と

を取 り違}た 非科学的規定 とい うべ きであ ろ う。現代税制の構造的体質 と

もい うべ き不公平税制 の存在,軍 拡 と福祉切捨に象徴 され る 「行革」の推

進等 々少し想起しただけで も,「現代 の財政論」の諸規定 に 直 ち に首肯 し

がたい重要な問題点が含 まれてい ることが明らかであろ う。

なお,租 税を 「社会 の共同生活に参加す るた めの費用」ないし"分 担金"

(拠出金)と し て とらえsそ の資本主義的階級性(本 質)を まった く無視 し

てい ることも重大問題であるが,こ の点については6の ㈲ を参照 されたい。

② 現代財政の4つ の役割

① 資源配 分の調整

「自由主義社会においては,資 源配分 は 基本的に は 競争的市場機構の働

きに委ね られている。 しか し,国 民生活に必要な財貨 ・サ ー ビスの中には,

市場機構内部の民間企業に よっては供給 されないか,さ れて も不十分な も

のがあ る(公 共財)。

た とえば,国 防,外 交等国民に一様に供給 され る とい う性 格を もつ財

貨 ・サー ビスであ る。 この よ うな財貨 ・サー ビスは,市 場機構を通 じた価

格形成が不 可能であ り,利 潤を 目的 とす る民間企業に よっては供給 されな
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いので,公 共部 門によって供給 され なければな らない。

また,教 育,医 療の よ うに,あ る個人の消費が これ らを直接消費しない

人 々に も便 益(外 部経済)を 及 ぼす もの や,逆 に公害の よ うにあ る経済活

動 が社会的損失(外 部不経済)を もた らす ものがあ る。 この よ うな社会的便

益 ・損失は市場価格に確実には反映 されに くい。 したがって,政 府が補助

金や課税に よって市場機構 に介入しf社 会的評価 と市場 の評価 との間のず

れ を是正 した り,あ るいは,公 共部門 自体 が外部経済 の大 きい財 貨 ・サー

ビスを供給す ることを通 じて社会 に とっての最適供給量を実現す る ことが

期待 される分野が存在す る。

次に,電 力sガ ス,水 道等 の公 益事業 に つ い て は,設 備面 で のスケー

ル ・メ リッ トが顕著であ り,独 占的供給の方が効率的であ るが,独 占に伴

う競争の制限は妥当な価格形成を妨げ るた め,政 府に よる何 らか の規制が

必要 となる。

このほか,新 エネルギー開発の よ うに投資 に必要 な資金や リス クがあ ま

りに大 き く,民 間企業では負担 しきれない場合には,政 府に よって これを
　

推進 してい くことが必要 とな る場合 もあ る」。

み られ る とお り,「現代 の財政論」に よれば,現 代財政 の 第一の役割な

い し機能は 「資源配分 の 調整」であ る。 社会的な 「資源 の最 適配分」,い

いかえれば財貨 ・サー ビスの 「社会 に とっ て の最適供給量 を 実現 す るこ

と」にあ るとされてい る。

とい うの も,「 自由主義社会」すなわち資本 の利潤追求(搾 取)の 「自由」

が保障 され た 資本主義社会 で は,「 資源配分」ないし財 貨 ・サ ー ビスの供

給は,「 基本的 には競争的市場機構の働きに委ね られ てい る」。つ ま り,社

会的必要に もとつ く計画的な供給では な く,個 別資本による最大限利潤追

求の無政府的生産の事後的結果 としてしか実現 されえない。そ のた め社会

的に必要な財貨 ・サー ビスであ って も,個 別資本に とって十分利潤が見込

めるものは十分供給 され えて も,十 分な利潤 が見込めない ものは供給 され

ないか,不 十分にしか供給 されえない とい う事態 が必然的に生 じる。た と
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えぽ,公 園,低 家賃住宅,保 育所,幼 稚園,失 業対策事業,保 健事業,各

種社会福祉 ・更生援護施設な ど社会的生活基盤がそれであ る。

まとめて言えぽ,「 利 潤を 目的 とす る民間企業に よっては供給 されない 」

(上記の例),「 投資に必要な資金や リスクがあ ま りに大 きく,民 間企業では

負担 しきれない」(新エネルギー開発,道 路,港 湾など産業基盤),「 設備面のス

ケール ・メ リッ トが顕著 で,独 占的(一 元的)供 給 の方 が 効率的 で あ る」

(電力,ガ ス,水 道など)h。 このため,「 民間部 門」に よ る 「私的財」 と

しては供給 されないか,不 十 分にしか供給 されない分野で,「公共部 門」が,

す なわち広義の財政活動 をつ うじてfそ れ らを 「公共財」 として供給す る

ことによって,社 会全体 としての 「最適」な 「資源配分」「財貨の供給」が

補完,調 整 され るとい うものであ る。

一見 まった く正当にみえる この規定に も,い ろんな重大な問題点が含 ま

れてい る。た とえば,国 防,外 交,警 察な ど国家に よる階級的な権力行為

を 「財貨 ・サー ビス」視す ることに よって,そ の政治的性格を まった く無

視 し(あ るいは政治と経済の混同),ま たそれを 「公共福祉」の観点か ら 「国

民に一様に供給 され る」 もの とす ることに よって,そ の階級性をまった く

無視(な いし隠蔽)し ていることであ る。

また総 じて,「 公共財」の供給者であ る国家の階級性 が ま った く無視 さ

れてい る。いいかえればs資 本主義国家に よる 「資源配分 」の本質は,資

本蓄積 の推進 とい う経済的観点な らびに体制の維持,安 定 とい う政 治的観

点を統一 した総資本の利害得失にあることが無視 され て い る。「社会に と

っての最適供給(配 分)」 とい うが,誰 に とっての 「最適」なのか,国 民の

一方に とっての 「最適」は他方に とっての 「最悪」 とい う対立関係は存在

しないのか ど うか,一 顧だに されていない。「行革」予算下で,国 防,「 海

外援助」「大型公共事業」な ど総資本 に とって の 「総 合安全 保障」費が優

先 されてい る反面で,福 祉,教 育,医 療等が次 々に切捨 てられている現実

が証 明してい る とお り,階 級性を無視 しては科学的規定 とはな りえない。

また,「 資源配分の調整」機能),rLもかか わ らず,工 業に比べ た 農業の大
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幅な立ち後れ と両者間の発展 格差/J+」向に解消 されず,む しろ拡大してい

るこ とも・規定が もつ非科学性 の___.面を よく実証 しているとい って よい。

② 所得の再 分配

「財 貨 ・サ0ビ スの供給が市場機構を通 じて効率的に行われた として も
,

同時になされ る所得 の分配は,必 ず しもr公 正』であ るとはか ぎらない。

これは・資源配分の効率性 と所得分配の公正の基準 が同一次元 の ものでは

ない ことによるものであ る。 そ こで,国 民の合意 の下 に政 府がそれを是 正

してい くことが必要 となる。

まず・歳入面においてはs所 得税,住 民税,相 続税,贈 与税について累

進税率を適用 す ることに よ り,高 所得者 の税率は低所得者 に比ぺ高 くなっ

てい る。 他方・歳出面 においてはf生 活保護な どの移転的支出
,あ るいは,

義務教育におけ る就学援助,低 家賃住 宅への支 出な どを通 じ,低 所得者 に

多 くの経費が割 り当て られ る。 こ うして,低 額所得者には 当人 の負担す る

税金(た だ し,課 税最低限以下の所得であれば税金は負担 しない)以 上の

公共サービスが提供 され,高 額所得者 に対 してはその逆 になる とい う形 で

所得の再配分が行われ てい るわけであ る。 さらに,各 種補 助金の支給 も,

所得の再分配政策 の一環であ るとみ ることもで(8)」 。

「現代の財政論」がい う財政 の 第二 の役割は 「所得の再分配」であ る
。

そ もそ も所得の分配は,第 一次的 には利潤,賃 金等 々として本来 の経済過

程(下 部構造)に おいて行われ るが,そ こに国家 が財政 をつ うじて事後的

に権 力的に介入 して,所 得の分配のいわば遣 り直 しを行 う。 この意味=で
,

所得の 「再分配」ないし第二次的分配 と呼ばれ る。

引用にみ られ る とお り具体的には,た と}ぽ 歳入面で,高 所得には高い

税率・低所得には低い税率ない し免税 とい う累進課税制の適用等 に よって,

また 歳出面 で は,社 会保障支出 な どの 「移転的支 出」(購買力の移転),各

種補助金等を通 じて・ 国家に よ る所得 の再分配す な わ ち 所得 格差のr是

正」ない し 「所得の平準化」を実現す るとい うものであ る。

だが・一見正当で自明にみ}る この規定 に も,い ろいろな重 大な問題点
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が存在 す る。「市場機構を通 じ…… る所得の分配は,必 ず し もr公 正』で

あ るとはか ぎらない」 といい,そ こで政府がそれを 「是 正」す る とい う。

問題の第一は,資 本主義 においては,資 本に よる賃 労働 の搾取 が 「市場機

構」を通じる 「所得分配」の本質をなしてい るか ぎ り,所 得分配は 「必ず

し もr公 正』である とはか ぎらない」のでは な く,む しろ逆 に,所 得分配

の不公平 と所得格差の傾 向的拡大が常態であ り,経 済的法則性であ ること

を完全 に看過 していることであ る。

そ して 問題 の第二は,政 府(国 家)は 超階級的な 「国民 の合意」 に従っ

て行動す る機関ではな く,実 質上の総資本にほかな らない ことが無視 され,

したがって政府は原則 として 自ず か ら所得の不公平を 「是正」す るもの と

ア ・プ リオ リに非科学的に決め込んでい ることであ る。総資本 としての国

家 による 「是正」は,体 制の安定的維持のために政治的に必要なか ぎ りに

おいてにす ぎない。 この ことはた とえぽ,一 方で,1988年 分の最高額所得

が約430億 円で納税額約68億5千 万円,可 処分所得361億5千 万円(国 税庁

公示),他 方で民間サ ラ リーマンの平均家庭(夫 婦子2人)の 年収が約400万

円で税負担額(た だし消費税ぬき)が 約49万 円,可 処分所得351万 円(国 税

庁調査)と い う対照的な事実が雄弁に物語ってい るとい ってよいであ ろ う。

もし,「所得の再分配」機能 が,規 定 のい うとお りの実効性を もつ もの で

あれば,こ れほ ど極端な所得格差は存在 しえないはずだか らである。

さらに また,国 家に よる所得の再分配 とは,実 質的には総資本に よる,

総資本のための再 分配にほかな らない とい う本質はs近 年 の税制 「抜本改

革」や 「行革」において,い っそ う露骨に示 されている とい って よい。 た

とえば,規 定が所得再 分配の手段 として挙げてい る累進課税制度の骨抜 き

(最高税率の大幅引下げや,高 額所得にたいする累進課税の事実上の適用廃止など),

「行革」の名に よる大幅な福祉切捨 て等 々が,昨 今むし ろ 著 し く強め られ

てい るか らであ る。

③ 経済の安定化

「財政 による経済安定化(財 政の景気調整機能)は,大 き く二つ に分け られ
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る。そ の一つは,財 政の 自動 安定化機能(ピ ル ト・イソ ・スタビライザー)で

あ る。 この機能はi財 政 のなかに既に制度的に組み込 まれ てい るものであ

りf時 期が くれば 自動 的に機能す る とい う点に特徴があ る。た とえぽ,累

進税率構造 を もつ 所得税 や 景気変動に敏感 に反応 す る法人税 に よる税収

は,好 況期 には 自然に増加 して可処 分所得や法人利益の増加を抑え ること

を通 じ,個 人や法人の需要を抑制す ることとな りi逆 に不況期には税収が

自然に減少 して可処分所得や法人利益 の減少を緩和す る効果があ る。 またf

財政支出の面で もs失 業手当などの社会保障給付 の給付条件を一定 にすれ

ば,不(好)況 期には社会保障費の支出が増 加(減 少)し,景 気変動 を安定

化 させ る効果が期待できる。

も う一つは,裁 量的 な財政政策(フ ィスカル ・ポ リシー)で あ る。具体 的

には,不 況期には,公 債発行rrYY1,..よる財政規模の拡大,公 共事業の施行促進

あ るいは減税な どに よ り景気の刺激を図 り,景 気が過熱し イソフレな どが

起 こるおそれがあ る場合にはf財 政規模の抑制や予算執行 の繰延べあ るい

は増税な どに よって有 効需要 の拡大を抑 えることであ る。すなわ ち この政

策は,政 府 が積極的に新たな財政的手段を打ち出す ことに よ り景気の安定

化 を図 ってい こ うとす る点に特徴があ る。 自由主義経済は,好 況,不 況 と

い う景気循環を繰 り返 しなが ら成長 して きたがtこ の よ うな不安定な経済

は,資 源の効率的配分及び所得の公正な分配を妨げ ることがある。1930年

代 の大恐慌は市場機構 自身の調整能力に も限界があることを明確に示 した。

それ以来,景 気 に対 し中立的立場 を とって きた政府に,積 極的な景気安定

化政策を とることが期待され るようになった。

しか しながら,最 近,裁 量的な財政政策の効果を疑 問 とす る見方 も少な
(9)

くない 」。

現 代 財政 の第三 の役割 とされ るのが,「 経済 の安定 化」,い い か えれ ば景

気 調 整機 能 で あ る。 財 政 政策(な いし歳入 ・歳出)を 通 じて0国 の総 需要 に

影響 を与 え る ことに よって,す なわ ち不 況 期 に は有 効需 要 を増 大 し,好 況

な い し景気 過熱 期 に は逆 にそ れ を抑 制す る こ とに よって(countercycle),景
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気 の動 向を政 策 的に 調整 し,景 気変 動 に よる経 済 の不安 定化 を解 消す る と

い うもの であ る(第5図 参照)。

そ の第一一が 「自動 的 」 な安定 化機 能(built-in-stabilizer)一一 所 得 税 の累進

課 税 制度,景 気 変動 に敏 感 に反 応す る法人 税,景 気変 動 に かかわ りな く給

付条 件 を 一定 に し た 失 業 手 当 な ど社 会保 障 給付 等 々一一 であ り,第 二 が

「裁 量 的」 な安 定化 機能(丘scalp・licy)一 赤 字 国債 発行 に よ る財 政支 出 の

拡大 や減 税,も し くは財 政 支 出 の抑 制 や増 税 等 々一一 で あ る。 特に 後老 は,

資本 主義 の 「市 場機 構 自身 の調整 能 力(自 動調整力)に も限 界 があ る ことを

明 確に 示 した」1930年 代世 界 大 恐慌 を 契機 に 登場 した もので あ るこ とは・

す でに 前号 の4で 述べ た とお りで あ る。

第5図 政府支出と経済成長率の対応関係
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出所:大 蔵省r日 本の財政』1975年 版,13頁 。

こ こに も種 ・々 な 問 題 点 が 含 まれ て い る。 まず 第 一 はf景 気 循 環,な か で

も と りわ け そ の 中 で 決 定 的 局 面 を な す 恐 慌(不 況)に か ん す る 科 学 的 規 定
　

を欠いてい ることである。恐慌は,生 産の社会的性質 と所有 の私的性質 と

い う資本主義 の基本的矛盾 に 根 ざす 法則 的産物 で あ り,周 期的業病一

「過 剰」が貧困の原因 となる一 であ る以上,景 気変動を文字 どお り 「裁

量」して経済 の 「安定化」を真1'"L..,.実現す ることは不可能であるし,ま して

や 資本主義 とい う枠組 を残 した ままで景気循環 と恐慌(不 況)を な くす る
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ことは不可能であ る。

た しかに,ご く限 られた範囲内では政策意 図を 「裁量」す ることも不可

能ではない。だが そ の場合 で も,「景気調整機能」 のメ リッ トは,全 国民

に満遍な く均需す るわけではないに もかかわ らず,先 の規定はその点一

階級性一 をまった く無視 してい る。た とえぽ実際には,過 去 の事実が幾

度 とな く証明しているとお り,不 況対策の財源 としての赤字国債の累積は,

原則 として必然的になん らかの形の大衆増税を もた らす し,ま た不況対策

としての 「公共」投資 も,勤 労国民 向けの生活基盤で はな く,大 企業(独

占資本)に とって即効性の高い大型 プ ロジ ェク ト投資が常に優先 され て い

る。 なお,大 資本の立場か らして効率性 と即効性 がきわめて高い軍需一

この面からも,経 済の軍事化 と軍事費の拡大が,現 代資本主義 の必然的な

一一随伴現象 となる一一が,不 況対策の重要な一環 となってい る事実に 目を

閉じてい る点 も重大問題であ る。

④ 適度の経済成長の実現

「現代 の財政rrYLは,国民経済 が適度 の成長を達成 し てい く よ う誘導す る

とい う役割が課せ られている。経済成長 とは,国 民経済全 体の活動 水準が

拡大す ることであ り,経 済全体の規模が大 きくな ることに よって,国 民全

体 の生活水準や福祉の度合い も向上 してい く。経済成長だけを とらえれぽf

経済成長率 は高いに こした ことはない。 しか し,あ ま りに成長率の高さぼ

か り求めす ぎると,景 気変動の波が大 きくなった りf国 民経済 のなかの各

部 門間の均衡が失われ,ま た 国際収支の悪化や物価の上昇が生じた り,あ

るいは公害 問題等成長に伴 うひずみの部分が大 きくなった りす る。 とくに,

資源や労働力の面で供給力に制約 があ るときには,こ うした問題を生じな

い範 囲での もっとも高い成長率(鷲 最適成長率)を 実現す ることが経済政策

の重要な課題にな るわけである。

財政面か らの具体的な成長政策 としては,税 制,補 助金,財 政投融資な

どを通 じて,民 間の資本蓄積,技 術革新,資 源開発を促進 した り,農 業や

中小企業等 の低 生産性部 門の近代化を進めた りしていることがあげ られ る。
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また,道 路,港 湾等の生産基盤 としての社会資本の整備拡充や,教 育科学
⑪

技術の向上な ども,長 期 にわた る経済成長の基盤をつちかってい る」。

現代財政の第四の役割 と され るの が,「 適度 な経済成長 の実現」を財政

面か ら政策的に 「誘導」す るとい うものであ る。役割の③ と④ は内容上重

な りあ うことが多いがiそ の中で前者が景気変動に伴 う経済の不安定化に

対処す る ことに重点を主に置いているのにたいして,後 者は主 として構造

上 の問題に対処す ることに重点を置いてい るといって よいであろ う。すな

わ ち,「税制,補 助金,財 政投融資」な どをテ コと して,←)「 民間の資本

蓄積,技 術革新,資 源開発」の 「促進」,に)「農業や中小企業等の低生産性

部門の近代化」,日 「道路,港 湾等の生産基盤 と して の 社会資本の整備拡

充」,(四)「教育科学技術の向上」な どがそれであ る。

一一見なん ら異論のない ように思えるここに も,い ろいろな重大な問題点

が含 まれてい る。 まず第一は,「 一極にお け る富 の蓄積は,同 時 に対極に
(121

おけ る貧困の蓄積」を もた らす 資 本主義的経済成長(資 本蓄積)の 「敵対
fE3)

的性格」,そ の歴史的本質(階 級性)が,ま った く無視 され,「 経済成長」

すなわち 「国民全体の生活水準や福祉 の度合い」の 「向上」 として抽象的

に非科学的に,し たが ってまた非現実的に とらsら れている ことである。

した が っ て また,資 本主義的経済成長(資 本蓄積)が 必然的に生みだす失

業その他の諸 矛盾 も,偶 然で一時的なたんな る 「ひずみ」 としてしか捉え

られていない。

同様に,「 財政面か らの具体的 な 成長政策」につ い て も,総 資本ない し

独 占資本の立場か らみ た 国民経済 の 「効率化」(体制的合理化)と い う階級

的本質がまった く無視 され,抽 象的に 「国民全体の生活水準や福祉の度合

い」の 「向上」 と直結す るかのごとく述ぺ られてい る。 これがいかに非科

学的で非現実的であるか は,た とえ ぽ,「 農業 の近代化 」が独占資本の利

益を優先 して,農 民の一方的犠牲の う}で 進め られてい る現実 重化学

工業製品の輸出確保を引替とす る農産物輸入の一方的な 自由化,農 産物 自

給率の引下げ,減 反 と米価抑制な ど一 を挙げただけで も明らかであ ろ う。
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(1}大 蔵 省(調 査企 画課)編 著 『図説 ・日本 の財政』1973年 度 な らび に88年 度版,

2頁 。東 洋経済新 報社 刊。

② 前掲書,70年 度版,1～2頁 。

㈲ 前掲書,71年 度版,23頁 。

(4)前 掲書,73年 度版,2～3頁 。た だし,88年 度版(2～3頁)に よ りつつ 引

用者 の手で 文章 表現を補強 してい る。

(5>前 掲書,71年 度版,2頁 。

(6)前 掲 書,88年 度版f3頁 。

(7)前 掲書,3～4頁 。

㈲ 前掲書,4～5頁 。

⑨ 前掲書,5～6頁 。

α① 「好景 気 不景気は 定義で きて も景 気その もの は 定義 で きない とされ る。経

済 企画 庁内部の試論 的定義 は 『総体 的な経済 活動の 盛衰(物,人,金 の 動 き)

の各経済 分野,部 門へ の浸透 度 とそのス ピー ドの双方が それ ぞれ 高 く,速 い こ

とが 「景気が よい(好 況)」 で あ り,逆 に低 く,遅 い こ とが 「景気が悪 い(不

況)」 で あ る』 とされ てい る」(朝 日,83・11・26)。

ql)前 掲書,75年 度版,12頁 。

ただ し,こ の4つ 目の役割),rYL,..ついては83年 度版以 降,記 載が ないが,そ の理 由

につ いて同年報 は何 も述 べて いな い。

働,㈲ マル クス ・エ ンゲルス 『資本論』,岩 波文庫,第3分 冊,231,232頁 。

s

(1)い わゆる経済学プランと財政論

一 般 に経 済 学 を科 学 として は じめ て体 系 的に 確 立 した の はマ ル クス ・エ

ω
ン ゲル スであ った とい って よいが(r資 本論』に集大成)s広 義 の経 済学 の一

環 をなす 財 政論 を,は じめ て科学 として基本 的に 確立 した の も,事 実上,
(2)

マ ル クス ・エ ンゲル スで あ った とい って よい。

唯物 史 観,r資 本論 』,階 級 国家 論 が,マ ル クス主 義 の財 政 論 を構成 す る

いわ ば 三つ の柱 をな し て い る。 唯 物史 観 を 「導 きの糸 」 としつ つfr資 本

論』 と階級 国家 論 を結 合す る ことに よ って,財 政現 象 の科 学 的 ・理論 的な

解 明 もは じめ て可能 とな った か らで あ る。た だ,マ ル クス ・エ ンゲル スは,

みず か らの財政 論 を体 系 的 な一 書 として は 残 して い ない。 しか し,r資 本
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論』を はじめ とす る諸著作や多数の論文 ・評論 の なかで,「 二つの偉大な

発見tす なわち,唯 物史観 と剰余価値 に よ る資本主義的生産 の秘密 の 暴
(3}

露」な らびに国家論を基礎 としつつ,国 家財政に関す る理論的 ・実証的な

分析 と見解 とを豊富に残 してい る。

マル クス ・エソゲルスと りわけマル クスが,い ずれ体 系的に財政論を展

開す る予定 もっていたであ ろ うとい うこと,そ してその際,何 を どの よう

に と りあげるつ も りであ ったか とい うことは,r経 済学批判』の 「序言」や

「経済学批判へ の序説」に記 されたいわ ゆ る経済学プ ラソに よって,ほ ぼ

うかがい知 ることがで きる。 このなかでマル クス ・エ ソ ゲル ス は,「 市民

社会 の内部構造を形成 していて,そ れに基づいて基礎的な諸階級が存在す

る諸範疇。資本。賃労働。 土地所有。それ らの相互関係。都市 と農村。三

大社会階級。そのあいだの交換。 流通。 信用制度(私 的)」,い いかえれば

「近代市民社会がわかれてい る三大階級の経済 的生活諸条件」 を 解明 した

のち(以 上がr資 本論』の内容にほぼ該当する),そ の うえに立 って 「国家の形

態で のブルジ ョア社会 の総括」を行ない,そ こでの具体的な分 析対 象 とし
(4)

て,rr不 生産 的』 階 級。 租税 。 国債。 公 信用 」 な どを想 定 し ていた 。

こ うして マル クス ・エ ソ ゲル スは,経 済 学 プ ラ ソの全 体構 想 の一 環 とし

て,す なわ ちr資 本 論』 の 一 続編 と し て 国家財 政 論 を 予 定 し,そ れ を,

「近 代 市民社 会 がわ か れ てい る三 大 階 級 の 経 済的 生 活諸 条 件」 と 「近代 社
⑤

会 の経済的運動法則」の理論的解明 を 踏 まえた 「国家の形態 で の ブルジ

ョア社会の総括」の中心に位置づけ,こ のなかで,「 租税 ・国債 ・公信用」

等を手段 とす る上部構造 としての国家の経済的役割 とその意義を明らかに

す る意図を もっていた とい って よい。そ して実際,資 本主義国家財政 の歴

史的 ・階級的な本質 と役割に関す る彼 らの根本 見解は,彼 らの数多 くの著

作や論文 の随所に示 されている。

② 唯物史観と国家財政

① 上部構造 としての国家財政
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マル クス ・エンゲルスに よる財政現象の具体的分析 と財政論 の科学的展
■

開に とって も・「導 きの糸 」 とな った の は,1、・うま で も な く唯 物 史 観 の見

地 で あ った。 唯 物史 観 の根 本 命題 は,「 単 に 経 済学 に とって ば か りで な くf

すべ ての歴 史科 学(そ して自然科学でないすぺての科学は歴史科学であ る)に と
(6)

って も一つの革命的発見であ った」 と,エ ソ ゲ ル ス 自身 そ の 決定 的意義

を強調 してい る。

唯物史観の見地に よれぽ,国 家財政は基本的には社会の上部 構造を構成

す る一要素であ り,そ の活動は上部構造 としての一機能であ る。財政は,

政治の物質的裏づけをなす経済 とい う意味において一種の経済であるとい

って もよいが・ しかしそれ は,本 質的には,上 部構造 としての国家の権力

行為の一一側面 一一 経 済的側面一 をなしてい る。 ここに財政が社会総体 の

なかで 占める独特の位置 と特殊性がある。そ して,こ の国家その ものは,

「物質的生産諸 力の特定 の発展段階に対応す る生産諸関係 の 総体」 として

(7)

の 「社会の経済的構造」つ ま り下部構造を 「現実的な土台」 として,そ の

上に存立 し,そ れに よって基本的に規定 され る上部構造にほかな らないか

らである。 したが って,国 家財政 の歴史的並びに階級的性格,そ の形態 と

機能は・究極的には,社 会の下部構i造に よって規定 され,あ るいは制約 さ

れ る。 この意味で国家財政は,観 念論に よってしば しぽ逆立ちして理解 さ

れるのであ るが,「 決定す る要素」では な く 「決定 され る要素」である。

それは,「 独立的発展をなす独立 の領域ではな く,そ の現在 の 状態 もその

発展 もs結 局は社会 の経済的生活諸条件」に よって規定され,し たがって

またそれ はs「 全体 としてはs生 産を支配す る階級 の 経済的要 求 が 総括 さ
　

れた形で反映 した ものにす ぎない」 とい うことがで きる。

② 財政の被規定性 と反 作用

この よ うに国家財政は,基 本的 ・究極的には,下 部構造に よって 「決定

され る要素」である として もiし か しこの ことは,下 部構造が 「唯一の決
ts)

定要 素」であ り,「唯一の能動的な もの」で あ って,そ れ に反 し財政は,

下部構造 にたいしてもっぱ ら受動 的であ り,な ん らの積極的な働 きかけ も
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なしx..ない ことをけっして意味す る もので は ない。下部構造が,「 第一次

的動因」であるとしても,そ の こ とは,上 部構造 として の 財政が,「再 び

第二次的ではあ るが反作用的な影響 を与え ることを除外 しない」。財政は,

下部構造にたいす る 「相対的独立性 に よって,再 び生産の諸条件や進行 に

反作用す る」。つ ま り,「究極的には常 に自分を押し通す経済的必然性の基

礎の上 における交互作用」 として,国 家 と国家財政 も,一 っ の 「経済的な

力」 とし て作用す る。「た とえ ぽ 国家は,保 護関税,自 由貿易,良 い また
α①

は悪い国庫状態等に よって作用」す る。

こ うして国家財政の 「反作用」 と 「交互作用」は,大 き く分けて基本的

に次 の二様 の方向を とる。一つは,そ れが,「 合法則的 な 経済的発展 の意

味において,ま た そ の方向に向か って作用 す る」か ぎ りでは,基 本的に

「両老のあいだ では何 のいざ こざもな く,経 済発展は促進 され る」。あ るい

は,経 済的 「発展の速度 を速め」 る。 しか し,こ れ と反対 に,そ れが 「合

法則的な経済 的な発展 にたいして反対に作用す る」か}そ の 「反作用が逆

の方 向に働 く」場合 に は,「 経済的発展 を 邪魔し」,「経済的発展に大 きな

傷害を与 え,力 お よび素材の浪費を大量 につ くり出し」,「経済的発展か ら

特定 の方 向を遮断して,他 の方向を指図」 し,そ の発展方向ないし発現形

態を変更ない し 「変形 させ」 る。 しかし,こ れ も一時的であ って,長 期的

には,そ して結局は,客 観的な経済的合法則性 に 「適応」す ることを余儀

な くされ,し たがって 「その作用は,結 局は消 え て し ま」 い,「 きまって
au

経済的発展 に屈服す るJa

これ を具体的な事例でいえぽ,前 者の場合に該 当す るのが,た とえぽ,

物質的生産力を封建的栓楷 か ら解放す る歴 史的 ・客観的役割を果たす本源

的蓄積期 の国家財政,資 本主義の 自由主義段階へ の移行 と発展 の時期 にお

け る自由主義的財政政策,後 進資本主義 国 に お け るいわ ゆ る育成(保 護)

関税,さ らには プ ロレタ リアー トの階級支配の経済的基礎をなす社会主義

国家財政な ど,が それである。 これにたいして,後 者の場合の例 として,

た とえば,独 占価格な らびに独 占資本の国内市場 を保護す る役割を果たす
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カルテル関税sあ るいは総 じて資本主義の独占段階 と りわrl国 家独 占資本

主義期の国家財政一般一 とい うのは,そ れは,短 期的かつ局部的には生

産力 と資本蓄積を政策的に加速す る側面を もっていることはい うまで もな

いが,し かし,歴 史発展 の長期的観点か らすれば,現 代 国家独 占資本主義

は,「 生産 力の発展」に 「照応」す る形態ではな く,と っ くにその 「栓桔」

とな っているこ と,そ してこの 「r」 化した生産関係を維持し,延 命す

るために,反 動的な一役割を客観的に果たしてい るのが,一 般に現代 資本

主義の国家財政にほかな らないか ら一 をあげ ることがで きる。

そして最後に指摘しておかな けれ ば な らな い の は,国 家財政の 「反作

用」 と 「交互作用」は一 いずれ の方向を とるにせ よ一,階 級社会 にお

いては,そ の社会 の基本的矛盾一一生産力 と生産関係 との矛盾一 の発展

を促し,し たが ってそれ とともに階級対立 と階 級闘争の発展をいっそ う促

進す るとい うこと,こ うしてそれは,つ まるところ,社 会の よ り高度の段

階への移行 と歴史発展の物質的 ・主体的諸条件を加速的に成熟 させ るとい

うことであ る。資本主義財政に即 してい}ば,資 本主義の基本的 ・内在的

矛盾の発展な らびにそれ とともに労資の 「敵対的」 な階級対立 と階級 闘争

の発展を加速的に促進 し,そ うす ることに よって,「 この 敵対 を 解決す る
の

ための諸条件」すなわち社会主義移行の0般 的な客観的 ・主体的条件の成

熟を促進す るとい うことである。

(3)財 政の主体としての国家

ブルジ ョア的財政論 は,多 くの場合,そ の体系か ら国家論を除外し,し

か もそ うす ることに よって超階級的な非科学的国家論を暗黙の うちに事実

上前提してい る。 しかし,す でに指摘 した よ うに,財 政 は,国 家権力の経

済行為であるか ら本質的には社会の上部構造 に属し,こ の意味で 国家は財

政活動の直接の主体をな してい る。 ここに,一 種の経済 としての財政の特

殊性があ るとい うこともで きる。 こ うして,国 家論抜 きには一一一ましてや,

非科学的 ・観念的な超階級的国家論 を暗 黙に前提 した うえでは一一㌦ 財政
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現象を科学的かつ十分に とらえることはで きない ことは明らかである。 と

い うよ りはむ しろ,国 家論は,財 政論の不可分 の一環をなす といわなけれ

ぽな らない。

① 国家の発生 と起源

マル クス ・エ ソゲルスが科学的国家論 を確立す る際の出発点をなしたの

⑬

は,従 来 の頭 で 立 って い た 「観念的 ・哲学 的」国家論を,史 的唯物論の

基礎 の うえに打ち立 てることであった。そ してそれに よって,国 家 とは,

物質的生産力の一定 の歴史的発展段階において9そ してその もとでの階級

の出現 と社会 の階級への分裂 とともに 必然的 に 生 まれた,「 階級対立の非
qの

和解性の産 物」 にほかな らぬ こ とを初 めて解 明した。「国家は永遠 の昔か

らあ るものではない。国家なしにす ませていた社会,国 家や 国家権力の こ

とな ど夢 にも考えなか った社会が,か つてはあ った。諸階級への社会の分

裂を必然的に伴った経済的発展の一定の段階でsこ の分裂によって国家が

一つの必要物になった」。「国家は……一定の発展段階における社会の産物

である。それは,こ の社会が 自分 自身 との解決不 可能な矛盾に絡み こまれ,

自分ではは らいのける力 のない,和 解で きない対立物 に分裂した ことの告

白である。 ところで,こ れ らの対立物が,す なわち相争 う経済的利害を も

つ諸階級が無益な闘争に よって 自分 自身 と社会を消耗 させ ることのない よ

うにす るため)'Yは,外 見上社会の うえに立 ってこの衝突を緩和 し,そ れを

r秩序』 の枠内)/Y引きとめてお く権 力が 必要 に なった。そして,社 会か ら

生 まれなが ら社会 の うえに立ち,社 会 にたいしてみずか らを ます ます疎外
q3

してい くこの権力が,国 家である」。

この ように,マ ルクス ・エンゲルスは,物 質的生産 力の発展一 生産手

段 の私的所有の発生に伴 う階級の発生 と,社 会の諸階級への分裂一一非和

解的な階級対立 と階級闘争 の発生 と発展 とい う歴史的条件のなかか ら,階

級支配(抑 圧)の ための 「公」権力 としての国家発生の歴史的必然性を明ら

かにした。 いまや社会は,原 則的に 「和解 で きな い 対立物」,敵 対的な諸

階級へ分裂した。だが,こ のなかで支配階級は,み ず からが支配す る社会
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を解体す るのでないか ぎ り,自 分の敵対的な 「対立物」であ る被支配階級

を根絶す るわけにはいかない。そ うであるか ぎ り支配階級 は,被 支配階級

を抑圧 しつつ支配し,一 定のrr秩 序』 の枠 内にひきとめ て お くJた めの

「公的」強 力を 不可避的 に必要 とす る。同時 に また,そ の よ うな 「公的」

強力の出現が必然 とな る。 ここに お い て 国家 が歴史上 は じめて発生し,

「血縁団体 に立脚 す る古 い 社会(す なわち原始共産主義の氏族共同体)は,新

た に発展 して きた社会諸階級の衝突のなかで打ち砕かれ る。それに代わ っ
⑯

て,国 家に総括された新しい社会(奴 隷制社会)が 現われ る」。

② 国家の歴史的 ・社会的本質

こ うして国家は,社 会の一定の歴史的発展段階において,社 会の階級へ

の分裂 と階級対立の発生 とともに必然的に生 まれた歴史的 ・社会的産物で

あ る。 ここか らまた国家の本質 と特徴 もおの ず か ら規定 され る。「国家は

階級対立を抑制してお く必要 から生 まれた ものであ るか ら,だ が同時に こ

れ らの階級の衝突のただなかで生まれた ものであ るか ら,そ れは,通 例,

最 も勢力のある,経 済的に支配す る階級の国家であ る。 この階級 は,国 家

を用具 として政治的に も支配す る階級 とな り,こ うして,被 抑圧 階級を抑

圧 し搾取す るための新 しい手段 を手にいれ る。た とえぽ,古 代国家は,な

によ りもまず奴隷を抑圧す るための奴隷所有者 の国家であ った。 おなじよ

うに,封 建国家は農奴的農民 と隷農を抑圧す るための貴族 の機関であった
働

し,近 代の代議制国家は,資 本が賃労働 を搾取す るための 道具 であ る」。

r階級対立のかたちを とって運動 して きた これ まで の社会 には9国 家が必

要であった。つ ま り,そ の ときどきの搾取階級がi自 分たちの外的な生産

諸条件を維持す るため,し たがってsと くに現存の生産様式に よって規定

され る抑圧の諸条件(奴 隷制,農 奴制または隷農制,賃 労働)の もとに被搾取

階級を力ず くでおさえつけてお くために使 う組織 が必要 であった。 国家は

全社会の公式の代表 者であ り,目 に見 える一団体に全社会 を総括した もの

であ った。 しか し,国 家がそ うい うものであ ったのは,国 家がそれぞれ の

時代に全社会をみず か ら代表 していた階級の国家一一 すなわ ち,古 代では
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奴隷所有 者であ る国家市民の,中 世では封建貴族の,現 代では ブルジ ョア
姻

ジーの国家一 であったかぎ りにす ぎなかった」。

み られ るよ うに,国 家 とは,社 会の基本的生産手段を所有す る 「支配階

級の国家であ り,そ して どんな場合に も,本 質上,被 抑圧 ・被搾取階級を

抑圧す るための機構」であ り,「他の階級 を 抑圧す るた め の一階級の組織

された強力」であ る。 ここに,国 家の歴 史的 ・社会的本質 と役割がある。

そして,こ れに よって,「 自分たち の 外的 な生産諸条件」 と 「現存の生産

様式に よって規定 され る抑圧 の諸条件」,さ らには これ らを 土台 とす る全

社会体制を維持 し強化す る。 このか ぎ りでは,国 家がいかに多様な歴史的

諸形態 を とろ うともa共 通 して変わ らぬ根本特徴をなしている。

だが,こ こでの財政論の主題か らすれば,問 題は資本主義の国家形態 と

その本質であ る。マル クス ・エソゲルスに よれぽ,資 本主義 も立憲君主制

や ファシズムな ど多様 な国家形態 を とるとはいえ,ブ ルジ ョア民主共和制

(いわゆる普通選挙制に基礎をおく立憲議会主義)こ そが,一 一般にs資 本主義 の

下部構造に歴史的に照応す る一 あ るいはそれを反映した一一一 「正常な形
脇

態」であ る。す なわ ち ブル ジ ョア民主共和制は,実 質的に存在す る 「財
⑳

産(生 産手段)の 差(そ の所有 と非所有)」,し た が っ て 階級 と階 級搾 取 を,

全社 会成 員 の法律(形 式)上 の 自由 ・平 等 とい う形態 に よ っ て 隠 蔽 し,ま

た そ の形 態 を通 じて,ブ ル ジ ョア ジ ー の 階 級 独裁(支 配)を 実質 的 に実 現

し確 保 す る,資 本 主 義 に 歴 史 的 に 固有 の 「正常 な形 態 」 で あ る。 マ ル ク

ス ・エ ンゲル スな らび に レー ニンは,資 本 主 義 の 国家形 態 につ い て,こ の

よ うな歴 史的 規定 と特徴 づ けを 与 えた の ち,資 本 主義 国家 の階級 的 本質 と

基本 的役 割 を次 の よ うに 簡潔 に 要約 して い る。 「近代 の代 議制 国 家は,資
　

本が賃労働 を搾取す るための道具であ る」。「近代 の国家権力は,ブ ルジ ョ
⑳

ア階級全体の共同事務を処理す る委員会にす ぎない」。「近代 国家は,ど う

い う形態を とっているにせ よ,本 質上 は資本 家の機関であ り,資 本家の国
㈱

家で あ り,観 念上 の総 資 本 家で あ る」。「ブ ルジ ョア国家 の形態 は多種 多様

であ るが,そ の本 質 は0つ であ る。 これ らの国 家 はみ な,形 態 は ど うあ ろ
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うとも,結 局 の と ころ,か な らず ブル ジ3ア ジー の階 級独 裁(階 級支配)な
ゆ

のであ る」。

(4)国 家の経済的基礎としての財政

① 階級支配 の経済的基礎

上述の国家,と りわけ ブル ジ ョア国家の本質規定か ら,国 家財政 とは,

まず何 よ りも支配階級に よる階級支配の経済的基礎をなす とい う規定が導

き出され る。 この意味で,そ れ 自体 としては歳 入 ・歳 出の見積 も りにす ぎ

ない国家予算は,本 質 としてつねにそれぞれの階級社会 における支配階級
㈱

の 「階級予算」 とい うことが で き る。 マル クス ・エソゲル スは,ブ ル ジ

ョアジーの 「階級予算 」としての資本主義 国家財政の本質を,端 的に こう

述ぺ てい る。「ブルジ ョア国家は,自 己の階級 の 個 々の成員お よび被搾取

階級にたいす るブル ジ ョア階級 の相互保険会社以外の ものではない。それ

は被搾取階級 の抑圧が ます ます 困難になるので,ま す ます経費がか さみ,

また,ブ ルジ ョア社会にたいして外見上 ます ます独 自化せ ざるをえない保
に　

険会社であ る」。つ ま りブルジ ョア国家の財政 は,ブ ル ジ ョア階級 のプ ロ

レタ リア階級にたいす る階級支配 と,支 配階級 としてのブルジ ョア階級 の

存続 と安全 を保障す るとい う,ブ ルジ ョア国家 の基本的 ・第一次的機能 を

確保す るための経済的基礎 をなし,こ の意味で まさしく 「ブル ジ ョア階級

の相互保険会社」であ る。 した がっ て歳 入 ・歳 出は,「 自己の階級の個 々

の成員お よび被搾取階級にたいす るブルジ ョア階級の相互保険」 のためのs

掛金であ り経 費である。 しか も,一 般的傾 向 として資本主義が発展す ると

ともにそ の差本的矛盾 と階級対立 が 必然的 に激 化 し てい き,そ のために

「被搾取階級の抑圧が ます ます 困難にな るので」,経 費 とともに掛金 も一般

に必然的に膨張 していかざるをえない一 これが要す るに ブルジ ョア国家

財政の一般 的な本質であ り傾 向であ る。

ところで,ブ ルジ ョア国家はa決 定 的な社会的生産手段 の所有者である
　

社会主義国家 と違 って,経 済的に 「寄生的」国家 で あ るか ら,そ の活動
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に必要な経済的基礎=財 源 を確保す るためには,い わぽ国家の外で生産 さ

れた社会的価値生産物ないし国民所得の一定部分を権力的に調達 した収入

に決定 的に 「寄生」す るほかない。つ ま り資本主義 国家の収入において,

租税が決定的意義 と比重 とを 必然的 に もつ ことにな る。「租税額?,rvついて
⑱

一定額を先取す る権利」(先取りされた租税)と しての 公債を含 め れ ば,ま

0191

す ます そ うで あ る。 こ うして,「 租税 は政 府機 関 の経済 的基礎 」 で あ りs
60

「経済的に表現 された 国家の定在」であ る。 この ことは,同 時に,国 家財

政 のいわぽ メダルの反面をなす経費に も当然 当てはま る。階級支配 とい う

国家の基本的 ・第一次的機能を果たすに要す る財政支出が,ブ ルジ ョア国

家の経費の本質だか らである。広義の国家機関費,軍 事 ・警察費,外 交費

な どが,そ うした役割を基本的に もった経費であ ることは説明を要 しない

であろ う。だが,さ らに,一 ・見階級支配 と無縁にみ える社会保障関係経費

等 もまた 同様であ る。 とい うのは,そ れ らは,い わ ゆる階級懐柔策に要す
⑳

る経費 とい う意 味で,「 階級 としてのブルジ ョアジ ー の支配 を 保障 す る」

もの としての資本主義的国家経費の階級 的本質において,な ん ら変わ りな

いか らである。

② 資本蓄積 の補完 ・促進

資本主義 国家財政は,さ らになお,第 二次的 ・副次的役割 としてs上 部

構造 の 「反作用」 としての一定の経済的役割を も果たす。 その内容を一言

でいえば,資 本蓄積の補完 ・促進 とい う役割であ る。最大限利潤追求を本

質 とす る下部構造=経 済に よって基本的に規定 された資本主義の国家財政

は,逆?Yま たそ の 「反 作用」 として,個 別資本 の資本蓄積 と利潤追求を種

々な形で補完 し,促 進す る。 そして これは,「 生産過 程 自体 で 直接に行な

われ る本源 的搾取」にたいして,「 総資本」 として の 国家に よ る追加的な
儲

「二次的な搾取」を意味 してい る。 資本の蓄積 とはf資 本主義的搾取 の果

実た る剰余価値の資本へ の再転化であ りyそ の集積にほかな らないか らで

ある。「個 々の資本家は個 々の農民 を 低 当や 高利貸付j'Yよって搾取 し,資

本家階級は農民階級を国家の税に よって搾取す る」。 こ うし て資本主義的
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租税は,そ の本質において,資 本象階級に とっては 「相互保険」のた めの

掛金をなすが・労働 階級に とっては,「 社会共通の費用」 を まか な う 「分

担 金」「拠 出金」 とい う外観を とった 追加搾取 を意味ナ る。

こ うして,資 本主義 の国家はs一 方で租税 ・公債を,ま た他方で経費支

出(公 共投資ほか)を 槙秤 としつ つ,さ らに は 地方財政を も動員 して追加

搾取を強化 し,個 別資本の資本蓄積を援助 し促進す る。 こ うした国家財政

の役割は・現代の国家独 占資本主義において頂点に達す ることはい うまで

もない。

ただ・ 資本蓄積 と一言でい って も,資 本主義の生成,発 展,没 落 とい う

歴史的発展段 階の相違に応 じてsそ の内容や性 格に一定 の歴史的変化があ

り・ したが ってまた,そ れにたいす る国家財政 の 「反作用」一 補完 ・促

/'の 仕方や形態に も当然一 定の歴 史的変化があ る。だが,い ずれにせ

よ・国家財政がs資 本主義のそれぞれ の発展段階の歴史的条件に規定 され

つつ・ それぞれの仕方で,個 別資本の資本蓄積を補完 ・促進 してきた こと
,

そしてまた現に行 ってい ることに変わ りはない。 マル クス ・エンゲル スは,

彼 らが存命し}た 資本主義発展 の前二つの時期,す なわち,重 商主義段階

におけ る資本の本源的蓄積 な らびに 自由主義段階における本来 の意味 の資

本蓄積 と国家財政 との関連,そ の内容 と意義一 被規定性 と反作用一 に

つ いて,次 の よ うに指i摘してい る。

「本源的蓄積の種 々の契機は……17世 紀末に は 植民制度,国 債制度,近

代 的租税制度お よび保護貿易制度におい て,体 系的に総括 され る。 これ ら

の方法は・一部 は最 も兇暴な強力に基づいて行なわれ る。た とえぽ,植 民

制度の如 きはそれである。 しか し,封 建的生産様式 の資本主義的生産様式

への転化過程を,温 室的に促進 して過渡期 間を短縮す るためには
,い ずれ

の方法 もi社 会 の集中 され組織 された強力であ る国家権力を利用す る。 強

力はs新 しい社会をは らむ,す べ ての古い社会 の助産婦である。 それ 自体
　

が一つ の経済的な力なのであ る」。

「自由貿易政策の基礎 は所得税 で あった。直接税が 自由貿易の財政的表
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鮒

現 で あ る」。「近代的分業 や 大工業制度 が 発展 しi国 内商業が外国貿易や

世界市場に直接依存す るよ うになって くる),rしたが って,間 接税制度は社

会 の要求 と二重の衝突をす るに至 る。それ はs国 境を接 した地方では保護

関税 とまった く同 じもの とな り,他 国 との自由な通商を妨害 した り阻止 し

た りす る。 内陸地域では,そ れは国庫が生産に介入す るの と同 じことにな

りs諸 商品の相対価値を くるわせ,自 由な競争 と交換を乱す。 これ ら二つ

の理 由で,そ の廃止が必要になる。……そこで問題は,自 由貿易制度 のた

めに,い やで も直接税制度を採用せ ざるをえない イギ リスの工業階級は,

一般 の憤慨 も招 かず
,自 分たちの負担 も増や さずに,直 接税制度を とり入

㈲

れ るには ど うすれ ば い いかsと い うこ とに な る」。

㈲ 財政問題と階級闘争

資本主義国家財政の本質 と役割,そ の歴史的特徴が以上 のご ときもので

あるか ぎ りs国 家財政 も階級 闘争の重要 な一舞台 をなしsし たがって,ま

た,い っさいの財政問題 も実践的には階級 闘争 の問題),rt.,,結局帰着す ること

は当然であ りs必 然であ る。財政問題 にたいす るマル クス ・エソゲル スの

実践的態度は,ブ ルジ ョア的 ・小 ブルジ ョア的な税制改革論批判,あ るい

はいわ ゆる 「財政社会主義」論批判のかたちで包括的に示 され ている。

「税制改革は,す ぺ ての急進的 ブルジ ョアの十八番 で あ り,す べ ての ブ

ルジ ョア的な経済的改革の特有 の要素である。 …… ブルジ ョアは,租 税 の

平等配分 とい う幻想的な理想を,実 践 においてそれが彼 らの手中か ら消}

失せれぽ消え失せ るほ どsま す ます熱心に追い求め る。

直接 に ブルジ ョア的生産に基づ く分配諸関係,労 賃 と利潤,利 潤 と利子,

地代 と利潤の関係は,租 税に よっては,せ いぜ い副次的な点で修正を加}

ることがで きるだ けで,け っして,そ の基礎を脅かされ ることはない。租

税 に関す るあ らゆる研究 と論議は,こ の ブルジ ョア的諸関係が永遠に存続

す ることを前提 としてい る。 租税の廃止でさえも,ブ ルジ ョア的所有の発

展 とその諸矛盾の発展を促進す ることがで きるだけであ ろ う。



64商 経 論 叢 第25巻 第3号 {s5)

租税 が個 々の階級 に 特典 を与 え,他 の階 級 を特 に圧 迫す る とい うことは

あ る。 これ は,た とえば,金 融 貴 族 の支 配 の も とで行 なわ れ て い る と ころ

で あ る。 租税 は,ブ ル ジ ョアジ0と プ 惇 レタ リアー トとのあ いだ に あ る社

会 の中 間諸 層 一 これ は,そ の地 位 か らし て,租 税 の負担 を他 の階 級に 転

嫁す る ことが で きな い一 一を没 落 させ るに す ぎな い。

プ 揖レ タ リアー トは,新 し い租 税 のた び ご とに,そ の地 位 を一段 と低 く

押 し下 げ られ る。 古 い租 税 の 廃止 は,労 賃 を 高 め な い で 利 潤 を高 め る。

… …租 税 の軽 減,そ の平 等 配分 等 々,そ れ は,月 なみ の ブル ジ ョア的 改 革
6の

であ る。租税の廃止,そ れは ブルジ ョア的社会主義であ る」。

だが もちろん,こ のよ うな改良主義 としての税制改革論ないし 「財政社

会主義」論にたいす る批判は,階 級闘争 としての改良闘争(資 本主義の枠内

で大衆重税に反対し,課 税の公平を要求し,福 祉 ・生活費の拡充等を要求するたた
㈱

かい)の 否定をけっして意味す る もの で は な い。 反対 で あ る。た とえ ば

エンゲルスはs有 名なエルフル ト綱領批判のなかで,綱 領草案第10項 の財

政要求に関 して次の よ うな忠言を与}て い る。 「ここの ところ私だ った ら

こうい うだ ろ う。r課 税の必要 があ るかぎ り,国,県 お よび 市町村 のす ぺ

ての経費を支弁す るための累進……税。 国お よび地方 のすぺ ての間接税s
㈲

関税等 々の廃止』」。 この 引用 のなかに,マ ル クス ・エ ンゲル スが当時主

張 した(あ るいは社会主義政党と労働者階級がとるべき)財 政問題 を め ぐ る階

級闘争 の一般的 か つ 具体的 な 指針一 原則的 ・基本的態度 と具体的要 求

一 が端的に示 されているとい って よい。そ の第一は,ブ ル ジ ョア階級 の

「階級予算」にたいす る原則的拒否の態度,第 二 に,こ の 大原則 の上に立

った,あ るいは この大原則 の 具体化 とし て の,間 接税 の廃止(も しくは軽

減)と 剰余価値な らびにその分配諸形態にたいす る累進 ・直i接課税 の 要求,

がそれである。

この点 レー ニンの場合には,資 本主義 と階級闘争の よ り高い発展段階を

反映して,税 制面 のみな らず経費面での 改良闘争(勤 労者の状態の改善)の

要求を含め,い っそ う具体的で体系的に示 されてい る。た とえば,こ う述
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ぺている。「予算問題)/Yついては,本 協議会(ロ シア社会民主労働党第5回 全

国協議会,1908年)はs予 算全体に賛成投票す る ことは原則的にゆ るされな

い もの とみ とめ られ る,と 考え る。大衆の抑圧手段 の経費を法的に確認し

ている,階 級国家の予算の個 々の項 目に賛成投票す ることも,同 じくゆ る

され ない とみ とめ られ る。 改革,ま たは文化的欲求の費 目に賛成す るにあ

た っては,わ が党の綱領の原則,す なわち社会民主党員は,勤 労階級にた

いす る警察的=官 僚的後見 と結びついた諸改革を排撃す るとい う原則をs

もっとも重要な ものとみなすぺ きであ る。だか ら,第 三国会で とお され る,

いわゆ る諸改革 と,い わゆる文化的欲求の費 目とに反対投票す ることは,

原則でなければな らない。一般的条件に もかかわ らずs勤 労者の状態の改

善があ りうるとい う以上にでない特殊なぽあいには,棄 権して,そ の棄権

の理 由につ いて特別の声 明をだす ことが望 ましい。最後に,労 働者に とっ

てはっき り利益だ とい うことが疑いない よ うな例外的なぽ あ いには,r賛

成n投 票す ることがゆ るされ るが,し か し中央委員会,党 組織,労 働組合
　

組織 の代表者 との協議 が の ぞ まし い」。「間接税 はもっ と も不公平な税金

であ る。間接税 とい うのは,貧 乏人にかけ られ る税金であ る。……所得税,

あ るいは もっと正確にいえば,累 進所得税は,間 接税 よ りず っ と公平であ

ろ う。だからs社 会民主主義者 は,間 接税の廃止 と累進所得税 の制定をか

ち とろ うと,つ とめてい るので ある。 しかし,有 産者 の全体,ブ ルジ ョア

全体 が これを望 まないで,反 対す ることは,わ か りきっている。ただ貧農

と都市労働者の強固な同盟だけが,ブ ルジ ョアジーか らこの改善をたたか
ゆ

い とることがで きるのである」。

以上のマルクス ・エソゲルスな らびに レー ニソの見解一 確かにそれ ら

は,そ の国その時の歴史的特殊性を多かれ少なかれ反映してい るとはいx

のなかに,現 代へ通 じる一般性,す なわち階級対立 と階級闘争 の見地

]'Y一貫 して立 った財政問題にたいす る実践的態度,あ るいは,財 政問題に

たいす る革命 と改良の弁証法の教訓に富んだ適用をみ ることがで きる。
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周 知 の とお りsマ ル クス 経 済 学 の 立 場 で は,国 内 外 を 含 め て,___.般 に 現

代 資 本 主 義 を 国 家 独 占 資 本 主 義(statem・n・P・lycapitalism,staatsm・nopoli-

stischerKapitalismus)と 総 称 し て い る。 これ に 対 し て,近 代 経 済 学 の 立 場 で

は,混 合 経 済(mixedeconomy)な い し二 重 経 済(dualeconomy)と 多 く呼 ば

れ て い る こ とは 前 号 の1で もす で に 簡 単 に 述 ぺ た とお りで あ る。

国 家 独 占 資 本 主 義(国 家一独 占一 資本主義)と い う呼 称 は,現 代 資 本 主 義
(1)

の本質 と歴史的特徴 をきわめて簡潔に概括 してい る とい って よい。 まず

第一一に,現 代資本主義 も依然 として資本主義であ ることに変わ りな く,し

たがって資本主義 としての一般的本質は現代で も不変であ り,労 資の階級

対立 と階級闘争を基軸 として構成 された階級社会にほかな らない とい うこ
(2)

とであ る。 第二 に,こ の うえで少数の独占資本(資 本力を集中し,生 産と市

場を独占的に支配する少数の巨大企業)の 成立 と支配が,現 代資本主義の現代
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t31

的特徴をなしていることである。

「経済的にはs帝 国主義(現 代資本主義)は,資 本主義 の最高の発展段階,

す なわち,競 争 の自由にかわ って独 占があ らわれ るほ ど,生 産 が大 々的規

模にな った段階であ る。 この点に帝 国主義(現 代資本主義)の 経済的本質が

あ る。 独 占は,ト ラス ト,シ ソジケー ト,そ の他のなかに もs巨 大銀行の

全能 のなかに も,原 料資源の買占めその他のなかに も,銀 行資本の集中等
ω

々のなかに も現われ る。経済的独占に,す べ ての問題があ る」。

そして第三 の特徴 をなす のは,こ の少数の独 占資本 と国家 との融合 ・癒

着ならびに国家の 「経済的役割」の増大であ る。 この意味で,現 代資本主

義 はまさし く国家一独 占一資本主義 と呼ぶにふ さわ しい資本主義である。

それは現代資本主義を特徴づ ける上記三つ の基本的メル クマールを一言で

端的に表現 しているか らである。現在のわが国が,こ うした三つの本質 と

特徴をそなaた 国家独 占資本主義の段階にあ ることは明 らかであろ う。わ

が国の階級構成s資 本 の集積 ・集中度,経 済 と国家を実質上支配す るいわ

ゆる 「政官財」(政府与党,官 僚機構,財 界w間 独占資本)の 複合 ・癒着 の現
(59

実 が証 明してい るとお りであ る。

第2表 現代 日本の階級構成(有 業人口)

区 分

労 働 者

農 ・ 漁 民

小 企 業 者

資 本 家

う ち 独 占 資 本

その他(自 由業 ・地主など)

1960年

実数(千人)睡 成比

24,000

12,soo

5,500

1so

5

1,040

55.0

29.6

12.6

0.4

0.oz

2.4

1980年

実数(千人)構 成比

40,500

5,soo

・#1

316

7

1.,584

?1.6

9.9

15.2

0.s

O.01

2.8

合 十昌躍ロ 43,600100.0 56,6001100.0
(注)1.有 業者 とは,15歳 以上 の就業労働 力

2.小 企業者 とは,1～49人 の労働力を雇用す る企業者

3.資 本家 とは,50人 以上の労働力を雇用す る企業者

4.独 占資本 とは,1,000人 以上の労働 力を雇用す る企業 の 「重役」「経営者」

出所:国 勢調査(census)よ り算 出。



Cso) 財 政 学 ノ ー ト(2}69

第2表 は,第 一 の メル クマ ー一ル との関連 で,現 代 日本 の階級 構成 を 示 し

た もので あ る。 階 級 区分 の 基 準 を なす もの が 生 産 手段 の 所 有 関係 一一一所
(6)

有 ・非所 有 に あ る ことは い う ま で も な い。 資本 主義 と い う階 級社 会 で あ

るか ら,一 方 の極 に,社 会 の 主要 生産 手段 を私有 す る資 本 家階 級,他 方 の

極 に,生 産 手 段 は非 所有 だ が 労働 に 従事す る労働 者 階級,こ の両 者 が労働

力商 品 の売 買関 係 とい う形 態 を とった搾取 ・被搾 取 関係 で 結 びつ い てs社

会 の二 大 中 心階 級 をなす こ とは い うまで もない。1980年 度 に おい てs資 本

家階 級 は中 小資 本 を含 め全 体 で0.6%,そ の うち独 占資 本 のみ だ と,わ ず

かに0.01%を 占め るにす ぎな い。 これ に た い してs労 働 者階 級 は71.6%を

占め てい る。

両 者 のあ いだ に 「中 間」 階級 として の農 漁民,小 企 業者 が存 在す る。 一一

方に お い て,小 規模 とい}ど も生 産 手段 を所 有 してお り,他 方 に お いて,

労 働 者 と同様 に 労働 に 従事す る とい う,い わ ば 労資 の 「中間」 的 な性 格 を

もっ てい るか らで あ る。 だ が 現代 で は,こ の階級 は他人 の労働 を搾 取 せずs

独 占資本),rよ るhの 形 の搾 取 ・収 奪 を うけ る立場 と条件 の下に おか れ て

い る点で,労 働 者 階級 と基 本 的に共 通 の利害 関係 に た ってい る とみ な して

よい。 した が って,労 働 者,農 濃 民,小 企 業者 をあ わせ た 広義 の勤 労階級

(国民)は 全 体 の99%強 を 占め,文 字 どお り国 民の圧 倒 的多 数派 を形成 して

い る。

またs60年 と80年 の間 の推 移 をみ る と,資 本 家 は0.4%か ら0.6%へ 微 増

だ が,「 中 間」 階級(と りわけ農漁民)が42.2%か ら25.1%へ 激減 し,労 働

者 が55.0%か ら71.6%へ 増 大 して,資 本 家 階級 と労働 者階 級 とい う二 大 階

級 へ の両極分 化 も傾 向的 に今 な お拡大 して い る。

第3表 は第二 の メル クマール を実 証す る統 計指標 で あ る。 これ は,わ が

国の営 利法 人 の 規模 別構 成 を示 した もので あ るが,総 法 人 数約170万(1986

年度)の うち,一 般 的に 独 占資 本 とみ な して よい 資 本金10億 円以上 の巨大

法人 は,実 数 で約3,000,構 成 比 でわ ず かに0.2%を 占め るにす ぎな い。

と ころが,こ の 少数 の独 占資本 の も とに,資 本 金総 額 の62.6%,営 業 収 入
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第3表 独 占資本の経済力集中度(慮 円,%)

区 分

資本金規模
法 人 数 資本金 営業収入 所得金額

2,000万 円未満

1981年
1,378,822

{92.0)
49,0ag
X17.o)

2,163,932
(26.4}

45,619
(20.0)

':・ 1,547,195
(90.9)

so,a41
(15.0)

2,843,195
(27.s)

50,546
(16.9)

2,000万 円
～1億 円未満

1981
102,996
(6.9)

35,401
(12.6)

1,469,929
{17.9)

37,648
(16.5)

1986
133,663

×7.9)

47,572
(11.9)

1,807,401
(17.6)

・i

(15.0)

1憶 円
～10憶 円未満

X981
14,71336,1271,276,85336,323
(1.0)(12.5)(15.6)(15.9)

198
17,74042,3051,452,22841,093
(1.0)(10.5)(14.1)(13.8)

10億 円 以 上

1981
2,357167,3533,288,425J1.09,00?
(0.2)(58.9)(40.1)(47.7)

1986
3,044251,0824,180,976162,483

{o.z)1{62.s>ICoo.7)ICSC,4)

合 十…百

1981
1,498,888288,8908,204,143228,597
(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)

1986
1,701,642401,00010,283,800298,804
(100.0)(100.0)(100.0)(100.0)

(注)資 本金100億 円以上の超大企業472社 のみについてみれば,各 項 目の比率は順番に以

下 の通 り(1986年 分)。(0.03)(44.0)(27.6)(38。7)。

出所1国 税庁 『法人企業の実態』(1983,87年)よ り算出。

(売上高)総 額 の40.7%,法 人 所 得 総額 の54.4%が 集 中 ・支 配 され てい る。

資 本 金100億 円以上 の超大 企 業(実 数で472,比 率でo.03)だ け で も,そ れ

ぞれ44.0%,27.6%,38.7%を も占め てい る。 しか もi中 小零 細法 人 の か

な りの部分 が,資 本参 加,融 資,役 員派 遣 な ど種 々の形 で大 企業 の系列 支

配 下に 多 かれ 少 なかれ お かれ てい る実 態 を考}れ ば,独 占資 本 の も とへ の

経済 力 と富 の集 中度 は,こ の統計 数 字 が示 す 以上 には るかに大 きい とみ て

間違 いな い。 逆),rLいえぽ,社 会 主i義の 物質 的 ・経 済 的 な前提 条 件 が,き わ

め て 高度 に成熟 して い る ことを も物 語 って い る。
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また,1981～86年 の 推移 でみ て も,独 占資本 の経 済 力 の集 中度 はs法 人

数比 にお い て0.2%と 変 りない もの の,資 本 金で57.9%か ら62.6%へs営

業収 入で40.1%か ら40.7%へ,所 得 金額 で47.7%か ら54.4%へ と,い ずれ

も高 ま ってい るのが注 目され る。 資 本 の 集積,集 中 も傾 向的 に進 んで い る

ことを示 してい る。

こ うして・ マル クスがr資 本論 』 の な か で,資 本 主義 下 の経 済成 長(資

本蓄積)の 「一般 的法 則 」として,「 一 極 にお け る富 の蓄 積 は,同 時 に対 極

に お け る,す なわ ち それ 自身 の生産 物 を 資本 として生産す る階級 の 側 にお

E7)

け る貧困,労 働苦……の蓄積であ る」 と述 ぺ て い る ことが明 白に実証 さ

れ てい る。以下にのべ る個人所得な らびに法人所得におけ る巨大 な所得間

格差の存在 とその傾 向的拡大は,そ の一現象形態 とい うことができる。
(8}

国税 庁に よる1988年 分 「長 者番 付 」公 示 に よる と,公 示 対 象者(所 得税

納税額が1千 万円を超えた高額納税者。年収換算では5-)6千 万円超)は11万1,6

09人 ・1億 円以上(年 収で5～6億 円以上)の 納 税者 も2,207人 とな ってい る。

第6図 納税者の給与総額と税額の推移
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な お,88年 分 の最 高 は,年 収約430億 円,所 得税約68億5,000万 円,同 負担

率15.9%,税 引 後 の所得 約361億5,000万 円 とな って い る。 これ ら 「長 者」

は階 級 区分 か らい}ぽ,一 般 に独 占資本 の 側に 属す ると考 えて よい。

他 方,同 じ国税 庁 に よる 「民 間給 与 実態 調査 」(1987年 分)に よれ ば,民

間サ ラ リー マ ン の1人 当 り平 均年 収 は371万8,000円,所 得税 納 税 者 割合

89.3%,1人 当 り所 得税 納 税額24万900円,同 負担 率6.02%と な って い る

(第6図 参照)。 これ を 平 均家庭(年 収399万9,000円,夫 婦 と子供2人)に あ て

はめ る と,所 得税 ・住 民 税 ・社会 保険 料(税)の 税 負担 額 は48万4,110円

(税率3%の 消費税分約12万 円を加えれば総額約60万 円)と な る。

こ うした極 端 な所 得 間 格差 の対 照 的 現実 をみ た だ け で も,「 一 極 に お け

る富 の蓄 積 」 と 「対 極 に お け る貧 困の蓄 積 」(低所得一搾取 と重税一追加搾取)

とい う資 本蓄 積 の 「一般 的法 則 」 が 明 白に貫 ぬ い てい る とい って よい であ

ろ う。 同時 に また,「 現代 の財 政 論 」が 現代 財 政 の一 役 割 とし て挙 げ て い

る 「国家に よる 「所 得 の再分 配 」 もsそ の建 前 を よそ に,実 際 は ほ とん ど

機 能 して いな い ことを も実証 してい る とい って よい。

こ うした 「一 般 法 則」 は,当 然 な が ら,上 述 の個 人所 得 に お い てのみ な

らず,法 人所 得 に お い て も貫 徹す る。法 人総 数 のな かで わず か に0.2%,実

第4表 企業献金の実態(5千 万円以上分)

〈業 種 団 体〉 総 額
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(注)国 民政治協会は自民党への,政 和協会は民社党への献金窓口機関である。

出所:自 治省 「1986年政治資金収支報告書」。



74商 経 論 叢 第25巻 第3号 (85}

数で3,044に す ぎない資本金10億 円以上の大法人(独 占資本)の 場合,一 法

人 当 りの平均法人所得 は約53億4千 万円に達す る(第3表 より算出)。 これ

にたい してs法 人総 数の90.9%を 占め,実 数で約155万 に達す る資本金2

千万 円以下の最零細法人の場合,一 法人当 りの平均法人所得はわずかに約

327万 円にす ぎない。民間サ ラ リーマンの平均年収 に す ら及ば ない額にす

ぎない。「一極におけ る富の蓄積」 と 「対極に お け る 貧困の蓄積」 とい う

「一般法則」(必然的傾向)と 実態は,こ こで もきわめて歴然 としてい る。

現代資本主義が国家独 占資本主義 であ ること示す第三 のメル クマール,

す なわち独 占資本 と国家 との融合 ・癒着あ るいは 「政 ・官 ・財」複合 は,

さまざまなルー トを通 してiい わぽ多角的重層的に形成 されてい る。

すでに述べた とお り,そ もそ も国家(権 力)と は,そ の本質におい て,

当該の社会体制のなかで支配的地位を占める階級 の国家であ り,そ の階級

利益を基本的に擁護す る権力機関であるか ら,資 本 と国家が融合 ・癒着関

係を もつ のは必然 かつ 当然であ る。 だが現代の国家独占資本主義の もとで

は,そ れが資本主義 の従前の時Y・ くらべて比較にな らないほ ど質量 とも

に高度に,そ して強 固に形成 されている点に特徴が ある。やや具体的にい

}ぽ
,「政」すなわち独占資本の階級政党 を いわば核 として(っ いでにいえ

ば政党とは,主 としてどの階級の階級利益を代表するかは別として,そ の本質にお

いて,す ぺて階級政党である),一 方で 「財」すなわち財界 ない し民間独 占資

本,他 方で 「官」す なわち官僚raが,緊 密な複合体 を形づ くっているこ

とである。 この事実 の一端 を示す一指標が 「政」 と 「財」 との資金的結合

関係であ る。

自治省 「1986年政治資金報告書」に よると,86年 中に政党,政 治資金 団

体,政 治団体 が集めた政治資金の 総額 は約1,676億 円(都 道府県選管に届け

られた地方分を加えれば約3千 億円)と な ってい る。 この中で500万 円以上 の

大 口企業献金(た だし,各 派閥や政治家系列の政治団体分を除き,政 党に代わっ

て献金を受ける政治資金団体分のみ)が,計379社 ・団体i献 金総額約78億6

千万 円 とな ってい る。 さらに この うちs上 位 の5千 万 円以上 の分を示 した
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のが第4表 である。み られ る とお り,企 業献金 の ほ とん どが,政 和協会

(民社党への献金窓口機関)へ の一部 を 除 い て,国 民政治協会(自 民党への献

金窓口機関)へ 向け られてい る。 これ だ けで も 「政 ・財」複合の事実を証

明す るに十分であろ う。

以上に述べ てきた現実 と実態をふまえて考えれぽ明 らかなよ うに,現 代

資本主義下 の税財政問題 は,け っして真空のなかで繰 り広げ られてい るわ

けで もなければ,あ るいは 「中立」的,「 第三者」的 な 舞台の うえ で繰 り

広げ られ てい るわけで もない。 労資の二大階級間の階級的な対抗関係のな

かでs諸 階級 ・階層 の利害 の絡み合いのなかで必然的に展開され る。財政

の 「主体」 としての国家は事実上の総資本であ るか ら,個 別資本 の次元に

おけ る労資の階級的対立関係(利 潤と賃金)は,国 家 と財政 す なわ ち 総資

本の次元において,総 資本 と総労働 との対立 ・対抗関係 とな って必然的に

反映せ ざるをえないか らである。"大 砲(軍 備)か パター(社 会保障)か",

不公平税制の是正か消費税の導 入か とい う二者択一的な論争はsそ の具体

的で象徴的な事例である。すでに先に,資 本主義下 の税財政問題は実践的

には結局階級闘争の問題に帰着す ると述べ ておいたの も,こ の意味におい

てであ る。

最後に一言つけ くわえておかなけれぽな らないのは,国 家独占資本主義

の一般 的な政治的 メル クマール ともい うべ きもの一 「政治反動 と民族的
(91

抑圧へ の志向」一一一についてであ る。

「民主主義か ら政 治的反動へ の転換が,新 しい 経済の うえにs独 占資本

主義 の うえに立つ政治的上部構造である。 自由競争には民主主義が照応す

る。独占には政 治的反動が照応す る。 ……対外政策で も対 内政策で も一様
⑩

に,帝 国主義は民主主義 の破壊をめざしs反 動をめ ざす」。

この ことはs戦 後わが国におけ る独占資本の階級政党 とその国家の政治

基調,す なわち一貫 した改憲への志向に象徴的に示 されている とい って よ

い。 現憲法の心髄をなす平和主義 と民主主義を維持 し,さ らに前進 させ る

方向ではな く,そ れ と逆行す る内容の改憲が追求され続けてい るか らであ
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る。近年 の 「行革」予 算下 におけ る違憲の軍拡 と軍事(防 衛)費 の膨張は,

その一 証左である。現代 日本において,護 憲の運動が社会党を中心 とす る

革新勢力(労 働階級の側)に よって担わ られてい ることも,そ の ことを逆 に

証明してい る。

(1)現 代 資本主義 を国家 独占資本主 義 としては じめて特徴づ けた レ.,.,..一ンの見解

につ い ては,拙 稿 「レー ニンの 国家 独 占資本主 義論」(r現 代 の 改良主 義批判』

十 月社,所 収)参 照。

② マル クス 『資本 論』,温 ソゲル ス 『家族,私 有 財産な らびに 国家の起源』,レ

ー ニン 『国家 と革 命』参 照
。

③ レー ニン 『帝国主 義論』参 照。

(4)レ ー ニン 「マル クス主 義 の戯 画 とr帝 国主義 的経済』 とに つ い て」,全 集第

23巻,38頁 。

⑤ 詳 し くは,小 林晃編 著r日 本 帝国主義』 十 月社,参 照 。

㈲ 株式会社 を支 配的企業形態 とす る現代で は,個 人企業を支 配的 とす る時期 に

比 べ て所 有 関係 が 「複雑 」化 してい る ことは事実で あ る。 しか し,そ の資本主

義 的本質 にはな ん ら変化はな い。 この 点 詳 し くは,r資 本論』 第3巻 第5篇 第

23章 の 皿(岩 波文庫,第7分 冊,175～183頁)な らびに 拙著r現 代 資本主義 と

労 働者』十 月社,228～234頁 参照。

⑦ 前 出 『資本論』,第1巻 第3分 冊,231'・232頁 。

⑧ 「高額所 得者公示制 度」(確 定 申告が完 了した 毎年5月 頃に,高 額所 得者"番

付"と して年間所 得1,000万 円 以上 一一一た だ し1984年 度 か らは,税務 統計上 の

「高額所 得者」 は,1,500万 円超 に改訂一 を税務 署が公表す る制度)が ,1984

年 度税制 改正の一一環 と し て 従 来の年収 公示か ら納税額1,000万 円超 の 公 示 に

「改正」(悪)さ れ た。

これ は,一 般の サ ラ リー マン ・労 働者の平均 年収が約300～400万 円,対 す る

に 高額 所得者(独 占資本家)が 公表分 だけ とって も,数 百,数 十 億円 もの"億

万長 者"が 居 並ぶ とい う,現 代 資本主義 に特有 の極端な 所得間 格差を,勤 労国

民 の 目か ら隠蔽す る政 治的意 図に よる改悪 と非 難 されて も仕 方 あ るまい。

(9)L!一 ニンr帝 国主義 論』,全 集第22巻,31,0,332,344頁 。

㈹ レー一ニン 「マル クス主義 の戯 画 とr帝 国主 義的経済 』 とに つ い て」,全 集 第

23巻,38頁 。あわ せて 前掲r日 本 帝国主義』参 照。
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S

国家独占資本主義 としての現代資本主義は,レ ーニソが規定 した とお り

「資本主義の最高の段階 としての帝国主義 ・であ り,し た が っ て 最後の歴

史的段階にある資本主義である。 国家独 占資本主義は,こ の帝 国主義段階

のなかで,第 一次大戦 とロシア社会主義革命の成 功 とともには じまるいわ

ゆ る資本主義の一般 的危機に対 応した,帝 国主義の最高?,rして最終の局面

をなしてい る。いいかえれば,社 会主義 と資本主義 とい う両体制間の矛盾

と対立を基軸 とす る,社 会主義への世界史的移行期にまで延命 した資本主

義である(前 出,第4図 参照)。

国家独 占資本主Y'固 有 の経済体制は,第 一次大戦下 の 「戦時 ・国家独

占資本主義」をそ の端緒 としつつ,1930年 代の世界大恐慌脱出過程におい

て本格的に成立 した。そして さらに,そ れは第二次大戦 と戦後 の発展過程

を経 るなかでいちだん と成熟 し,こ うして国家独占資本主義は,一 般的危

機下の現代資本主義に特有な独 占資本 の経済体 制 ・蓄積機構 として定着す

るにいた った。一般 に 近代経済学 が 国家独 占資本 主義を 「混合(な いし二

重)経 済」 と規定してい ることに も示 されてい るよ うに,国 民経済に占め

る経済 の 「公的部 門」の比重 の増大,「 国家の経済的役割」の増大 が 現代

資本主義の経済 的一特徴をなしてい る。だが問題は,そ の階級的内容 と本

質である。それ は一言でい えばs民 間独 占資本の資本蓄積に対す る国家に
(I)

よる補完 ・促進 とそれに よる体制の維持 ・安定にある。

このよ うな総資本の立場 からみた 「国家の経済的役割」の第一は.,1930

年代 の世界大恐慌対 策 としてスター トした 「管理通貨」制度を前提 とす る

イソフレ的恐慌対策(財 政 ・金融政策)の 推進であ る。前号の4t5で すでに

述べた とお り,30年 代世界大恐慌は,あ くまで 「均衡財政」を維持 しつつ,

「合理化」 と賃金切下 げ,金 利引 き下げな どによって恐慌 か らの 脱出をは

か るとい う,経 済 の 「自動回復力」を前提 とす る従来の恐慌対策のみでは

不十分 であ ることを示 した。そ こで国家は,こ の大恐慌 に対処す るために,
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従来の均衡財政主Y`た った 「消極的」財政政策から一転 して,赤 字国債

発行による財源を もとに,公 共投資の推進 と軍事支出の拡大をつ うじて独

占資本 に追加需要 を投与 しsそ れに よって恐慌か らの 脱出 を は か るべ く

「積極的財政政策」(spendingp・licy)ないし景気対策的財政政策(fiscalp。licy)

を展 開す るにいた るのであ る。そ してsこ れ は単ly時 的な大恐慌対策 と

して終わ ることな くsそ の後 も恐慌(不 況)が 頻発 す る に ともなって,国

家独 占資本主義に特徴的な一般的 ・恒常的政策 として推進 され ることにな

った。 これ とあわせて,独 占資本にたいす るhの 税制上 の優遇措置,不

況 カルテル政策 な ども国家に よる不況 「対策」の重要 な一環 をな してい る。

第二は,「 総資本」 としての国家 に よ る国家企業 の経営や 「公共」事業

(投資)を つ うじて,さ らには資 本蓄積優遇 の税制(広 義の租税特別措置ほか),

各種の産業 ・企業む け補助 金支出等々をつ うじてs個 別独 占資本による利

潤追求 と国際経済競争力強化の根幹をなす 「合理 化」を体制的に補強 ・促

進 していることであ る。 「社会的間接資本」 な い し 「産業基盤」の 整備s

「産業構造 政策」,「地域開発」等 々のた め の 「公共投資」は,個 別独 占資

本のために,膨 大な固定投資を肩 がわ りしてい るだ けでな く,そ れを通じ

て個別独 占資本の蓄積 と 「合理 化」を補完 ・促進す る。 また同時 に,こ う

した 国家に よる莫大な投資は,と りわ け不況期 において追加需要の投与を

意味 し,不 況 「対策」の一手段 として一石二鳥 の機能 をはたす。

なおs「 産業構造政策」 に よ る農業,中 小零細企業 の 「合理化」(具体的

には減反,農 産物自由化,ス クラップ ・アソド・ビル ドなど)もs国 民経済規模

での独占資本の 「合理化」推進 の重要 な一環 をな してい る。

第三 は,独 占資本の資金調達 にお け る国家(財 政)資 金の役割で ある。

大衆課税,国 債発行,あ るいは 各種社会保険収 入(形 を変Z ..た大衆課税)な

どとして調達 した資金が各種 の政府金融機関をつ うじて,直 接あ るいは間

接的に,民 間企業に長期 ・低利で投融資 され る。 これは民間資金がs本 来

の金融市場の機構 と機能 にしたが って商品経済的に産業に供給 され るので

はな く,多 かれ少なかれ権力的 にい ったん国家の手 に吸収 ・集中 されて後s
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民間産業に供給 され ることを意味す る。 こ うして独 占資本は,資 金調達面

において もみずか らの蓄積機構 の内部 に国家を積極的に組み 入れ,活 用し

てい る。いわ ゆる財政投融資は,こ うした国家の経済 的活動 の総括的中軸

をな してい る。

第四の特徴は,国 家権 力による直接間接の賃金統制,よ り一般的にいZ..

ば,労 資関係への権力的介 入 と規制である。すでに第一一に指摘 した イソフ

レ政策 とイン フレ的物価騰貴に もとついて実質賃金を不断に切 り下げてい

く方法,経 済成長率(な いし労働生産性上昇'T')の 枠 内 とい う一定 の 目安を

指示 し,そ の範囲に年 々の賃上 げを管理 ・抑制し ようとす るいわ ゆる 「所

得政策」(「生産性基準原理」)の 導 入,労 働者 の 団結権,団 交権,争 議権を

規制ないし制限して 「中立的 ・第三 者」機 関に賃金決定を委ね る方法,さ

らにすす めぽ国家に よる賃金の直接 統制の方法 が とられ る。いずれの方式

が とられ よ うとも,こ れ らはいずれ も労資関係を国家権 力に よって直接間

接に規制 して賃金を抑制 し,独 占利潤を最大限に確保しよ うとす る もので

あ ることはい うまで もない。

なお,農 漁業,小 零細企業の 「合理化」に よ る低賃金 労働 力 の 「創出」

(労働力の 「流動化」)f文 教政策 による 「期 待され る人間 一:G」を そ な え た 労

働 力 の 「育成」な ど も,「 廉価」で 「良質」 な労働 力商品の提供を 目的 と

す る現代 「国家の経済的役割」の重要な一環 をなしてい る。

最後に第 五の役割 としてあげなけれぽな らないのが,独 占資本の新植民

地主義を含む 「海外経済進出」すなわち資本輸 出,商 品輸出(貿 易),資 源

開発等 々を露払す る国家政策であ る。「政府開発援助」「海外経済協 力」費,

税制,日 本輸 出入銀行,財 投i外 国為替管理な ど,国 家財政 のあ らゆ る分

野がそのために動員 され る。資本主義 の発展が経済 の 「国際化」を進展 さ

せ るの も必然的一傾 向であ るから,こ の面 に お け る 「国家の経済的役割」

も当然 なが ら質量 ともに増大す る。

こ うした諸 々の重 要な 「国家の経済的役割」を総資本の立場において経

済的に統括 しているのが,現 代資本主義の国家財政にほかならない。
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① 国家機関費,軍 事 ・警察費,社 会保障費に代衷 され るようなs現 代資本主義

下の 「国家の政治的役割」に基本的にかかわ る財政活動については,こ の節で

は言及していない。 この点については後述す る。
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